
8広報のしろ  令和６年６月

お
知
ら
せ
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

項         目 情報公開 個人情報保護

情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報
保
護
制
度

情
報
公
開
制
度

　
市
政
に
対
す
る
市
民
の
理
解
と
信

頼
を
確
保
し
、
行
政
の
説
明
責
任
を

果
た
す
た
め
の
制
度
で
す
。
市
が
保

有
し
て
い
る
公
文
書
な
ど
の
開
示
を

請
求
で
き
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度

　
個
人
情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い
を

確
保
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。
市
民

の
皆
さ
ん
は
、
自
分
自
身
に
関
す
る

情
報
の
開
示
を
求
め
た
り
、
そ
の
情

報
に
誤
り
が
あ
る
場
合
に
は
訂
正
を

求
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
簿
を
作
成
し
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　
地
域
情
報
課

　
　
　
　
　
　
　
℡
89
・
２
１
４
６

８
月
か
ら
福
祉
医
療
制
度
（
マ
ル
福
）
の
対
象
を
拡
大

　
新
た
に
対
象
と
な
る
方
は
、
申
請

す
る
こ
と
で
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

（
マ
ル
福
カ
ー
ド
）
が
交
付
さ
れ
ま

す
。
医
療
機
関
な
ど
の
受
診
の
際

に
、
健
康
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
す

る
こ
と
で
医
療
費
の
自
己
負
担
額

（
保
険
適
用
分
）
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て

　
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
申
請
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
自

立
支
援
医
療
受
給
者
証
の
取
得
に
は

時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
福
祉
医

療
費
受
給
者
証
の
交
付
申
請
を
検
討

し
て
い
る
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ど
ち
ら
か
片
方
で
も
有
効
期

限
切
れ
と
な
る
と
医
療
費
助
成
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に

更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

健
康
保
険
証
、
精
神
障
害
者
保
健

 開示請求 15 １
  全部開示 ８ １
  一部開示 ６ ０
  不開示 １ ０
  存否応答拒否 ０ ０
 不服申し立て ０ ０
 不服申し立てに対する決定または裁決 ０ ０

決
定
内
訳

福
祉
手
帳
（
１
級
）
、
自
立
支
援

医
療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
）

受
給
者
証
に
つ
い
て

　
８
月
１
日
㈭
か
ら
適
用
と
な
り
ま

す
。
該
当
と
な
る
方
に
は
７
月
下
旬

以
降
、
順
次
送
付
し
ま
す
。
９
月
以

降
の
申
請
は
、
申
請
月
の
初
日
か
ら

適
用
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ

・
福
祉
医
療
（
マ
ル
福
）
に
つ
い
て

　
市
民
保
険
課
①
〜
④
窓
口

　
　
　
　
　
　
　
℡
89
・
２
１
５
９

　
地
域
局
市
民
福
祉
課
②
窓
口

　
　
　
　
　
　
　
℡
73
・
２
１
１
４

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
自

立
支
援
医
療
に
つ
い
て

　
福
祉
課
⑲
⑳
窓
口

　
　
　
　
　
　
　
℡
89
・
２
１
５
３

新たに対象となる方
（１と２の両方に該当する方）

１　精神障害者保健福祉手帳１級の交
付を受けている方

２　自立支援医療（精神通院）の支給
認定を受けている方

※精神病床への入院費用は対象外とな
ります。

※対象となる方が社会保険本人の場合
のみ、所得制限があります。本人ま
たは配偶者、扶養義務者の前年所得
が基準額を超えると助成対象となり
ません。

令和５年度の開示状況


